船舶売買契約書
本契約は、売主〇〇（以下「売主」という。）と買主△△（以下「買主」という。）との間において、下記船舶（以下「本件船舶」という。）の売買に関する条件を定めるため、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
売主は、自己の所有する本件船舶を買主に売却し、買主はこれを購入することを目的として本契約を締結する。

第2条（本件船舶の明細）
本件船舶の明細は次のとおりとする。
名称、船舶番号、船種、総トン数、材質、長さ、幅、深さ、機関の種類・馬力、船籍港、製造年月、登録番号、漁業許可の有無、付属品（航海計器、救命設備等）の有無については、別紙「船舶明細書」に記載し、本契約の一部とする。

第3条（売買代金および支払方法）
1. 売買代金の総額は〇円（税込）とする。
2. 買主は、本契約締結時に手付金として〇円を支払う。
3. 残金は、令和〇年〇月〇日までに売主の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払う。
4. 振込手数料は買主の負担とする。

第4条（引渡しおよび名義変更）
1. 売主は、代金の全額支払い完了後〇日以内に、本件船舶を買主に引き渡すものとする。
2. 船舶登記簿および小型船舶検査証書等の名義変更に要する手続は、原則として買主の責任および費用負担により行う。
3. 売主は、名義変更に必要な書類（譲渡証明書、印鑑証明書、船舶検査手帳等）を引渡し時に交付する。
4. 登録変更が完了するまでは、買主は売主の承諾なく本件船舶を譲渡、賃貸または担保提供してはならない。

第5条（所有権の移転時期）
本件船舶の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、かつ引渡しが完了した時点で、売主から買主に移転するものとする。

第6条（現状有姿による引渡し）
1. 売主は、本件船舶を現状有姿のまま引き渡す。
2. 買主は、契約締結前に本件船舶を検分し、機関・船体・装備品等の状態について了承したうえで購入するものとする。
3. 引渡し後に発見された瑕疵、故障、欠陥等について、売主は責任を負わない。
4. ただし、売主が故意に重要な欠陥を隠した場合はこの限りでない。

第7条（危険負担）
1. 引渡し前に本件船舶が滅失または損傷した場合は、売主の責に帰するものとする。
2. 引渡し後に発生した損害は、買主の責任において負担する。

第8条（手付金の扱い）
1. 買主が契約締結後に正当な理由なく契約を解除する場合、手付金は返還されない。
2. 売主が自己の都合で契約を解除する場合は、受領した手付金の倍額を買主に返還する。

第9条（登録・検査手続）
1. 名義変更に伴う船舶登記・検査・漁業許可等の手続は、買主の責任において行う。
2. 売主は、当該手続に必要な書類を速やかに提供する義務を負う。
3. 買主は、名義変更完了後に新たな検査・登録証書の写しを売主に提出する。

第10条（付属品の扱い）
航海計器、無線機、救命胴衣、ロープ、碇、工具類、燃料、オイル等の付属品の引渡し範囲は別紙に定める。
本件船舶の引渡しと同時に、これら付属品も引き渡されたものとみなす。

第11条（瑕疵担保および保証）
1. 売主は、本件船舶に隠れた瑕疵が存在した場合でも、その修理・補償・賠償の責任を負わない。
2. ただし、売主が故意または重大な過失により瑕疵を隠したときは、買主は契約解除または損害賠償を請求できる。

第12条（税金・諸費用）
1. 登録変更、検査、輸送、係留、保険、その他本件売買に付随する費用は、原則として買主の負担とする。
2. 売主が立替えた費用がある場合、買主はこれを速やかに精算する。

第13条（契約の解除）
1. 買主が売買代金を支払期日までに支払わない場合、売主は催告のうえ契約を解除できる。
2. 売主または買主が本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず履行されない場合、相手方は本契約を解除できる。
3. 契約解除により一方に損害が生じた場合、違反当事者はその損害を賠償しなければならない。

第14条（不可抗力）
天災地変、火災、法令改正、行政指導その他当事者の責に帰すことのできない事由により契約履行が困難となった場合、当該当事者はその責を負わないものとする。

第15条（紛争解決）
1. 本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
2. 協議によっても解決しない場合は、売主の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、売主および買主が署名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和　年　月　日

売主　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

買主　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

